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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被検体に向けて超音波を送受信するための複数の超音波振動子を有する超音波プローブ
と、
　前記超音波プローブ内を伝搬する振動の伝搬波が、前記伝搬波の受信用に指定された超
音波振動子で受信されることによって前記指定された超音波振動子から出力される受信信
号から超音波の反射波に対応する信号を除去することによって前記伝搬波に対応する信号
を抽出し、前記伝搬波に対応する信号に基づくデータ処理によって前記伝搬波に関する情
報を取得し、前記伝搬波に関する情報に基づいて不良の有無を判別し、不良が検知された
場合には検知された不良の通知情報を生成するデータ処理系と、
を備える超音波診断装置。
【請求項２】
　前記データ処理系は、周波数解析によって前記伝搬波に対応する信号を抽出するように
構成される請求項１記載の超音波診断装置。
【請求項３】
　前記データ処理系は、前記伝搬波に関する情報として前記伝搬波の振幅又は到達時刻を
表す数値データ又は画像データを取得するように構成される請求項１又は２記載の超音波
診断装置。
【請求項４】
　前記データ処理系は、前記伝搬波に関する情報を参照データと比較し、前記参照データ
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に対する比較結果を含む情報を取得するように構成される請求項１乃至３のいずれか１項
に記載の超音波診断装置。
【請求項５】
　前記データ処理系は、過去に取得された伝搬波に関する情報を前記参照データとして用
いるように構成される請求項４記載の超音波診断装置。
【請求項６】
　前記データ処理系は、前記超音波プローブの特性に応じて定められた閾値を前記参照デ
ータとして用いるように構成される請求項４記載の超音波診断装置。
【請求項７】
　前記データ処理系は、検知された前記不良が前記伝搬波の受信用に指定された超音波振
動子側にあるのか或いは前記伝搬波の受信用に指定された超音波振動子に接続された信号
線側にあるのかを含む情報として前記不良の通知情報を生成するように構成される請求項
１乃至６のいずれか１項に記載の超音波診断装置。
【請求項８】
　被検体に向けて超音波を送受信するための複数の超音波振動子を有する超音波プローブ
と、
　前記超音波プローブ内を伝搬する振動の伝搬波が、前記伝搬波の受信用に指定された超
音波振動子で受信されることによって前記指定された超音波振動子から出力される受信信
号に基づくデータ処理によって前記伝搬波の到達時刻を表す画像データを取得し、取得し
た前記画像データを表示させるデータ処理系と、
を備える超音波診断装置。
【請求項９】
　前記伝搬波を発生させるために指定された超音波振動子に送信信号を印加する一方、前
記伝搬波の受信用に指定された超音波振動子を用いて前記伝搬波を受信する制御系を更に
有する請求項１乃至８のいずれか１項に記載の超音波診断装置。
【請求項１０】
　前記制御系は、複数の伝搬波の受信用に指定された複数の超音波振動子で前記複数の伝
搬波が必要な強度で受信されるように、前記複数の伝搬波を発生させるための複数の超音
波振動子を指定し、かつ前記複数の伝搬波の受信用に指定された前記複数の超音波振動子
を、前記複数の伝搬波に対応する複数のセグメントに分割するように構成される請求項９
記載の超音波診断装置。
【請求項１１】
　前記制御系は、前記複数の伝搬波のうち少なくとも１つの伝搬波の強度に基づいて前記
複数の伝搬波のうちの他の伝搬波を発生させるための超音波振動子を指定するように構成
される請求項１０記載の超音波診断装置。
【請求項１２】
　コンピュータを、
　超音波診断装置に備えられる超音波プローブ内を伝搬する伝搬波が前記超音波プローブ
の指定された超音波振動子で受信されることによって前記指定された超音波振動子から出
力される信号を取得する伝搬波信号取得部、
　前記信号から超音波の反射波に対応する信号を除去することによって前記伝搬波に対応
する信号を抽出し、前記伝搬波に対応する信号に基づくデータ処理によって前記伝搬波に
関する情報を取得する伝搬波情報取得部、及び
　前記伝搬波に関する情報に基づいて不良の有無を判別し、不良が検知された場合には検
知された不良の通知情報を生成する異常検出部、
として機能させる超音波診断装置用のプログラム。
【請求項１３】
　コンピュータを、
　超音波診断装置に備えられる超音波プローブ内を伝搬する伝搬波が前記超音波プローブ
の指定された超音波振動子で受信されることによって前記指定された超音波振動子から出
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力される信号を取得する伝搬波信号取得部、及び
　前記信号に基づくデータ処理によって前記伝搬波の到達時刻を表す画像データを取得し
、取得した前記画像データを表示させる伝搬波情報取得部、
として機能させる超音波診断装置用のプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明の実施形態は、超音波診断装置及び超音波診断装置用のプログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、超音波診断装置では、超音波プローブ（探触子）における不良チャネルの検査が
行われている。不良チャネルは、超音波プローブ内の超音波振動子ごとに、電気信号の送
受信試験を行うことによって検出及び特定することができる。より具体的には、各超音波
振動子と接続されたコネクタの端子に試験信号を供給し、供給された試験信号の振幅を計
測することによって電気的な不良チャネルの検出を行うことができる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００９－３９２４６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、従来の検査方法では、不良チャネルの検出を行うことができるものの、
欠陥が超音波プローブ側に存在するのか或いは信号の送受信経路に存在するのかを判別す
ることが困難である。加えて、不良チャネルの検出を行うために、全てのチャネルに試験
信号を順次供給して試験を行うことが必要となる。このため、試験時間が長くなるという
問題がある。
【０００５】
　そこで、本発明は、超音波プローブ及び信号の送受信経路における不良チャネル及び不
良箇所を容易に特定することが可能な超音波診断装置及び超音波診断装置用のプログラム
を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明の実施形態に係る超音波診断装置は、超音波プローブ及びデータ処理系を備える
。超音波プローブは、被検体に向けて超音波を送受信するための複数の超音波振動子を有
する。データ処理系は、前記超音波プローブ内を伝搬する振動の伝搬波が、前記伝搬波の
受信用に指定された超音波振動子で受信されることによって前記指定された超音波振動子
から出力される受信信号から超音波の反射波に対応する信号を除去することによって前記
伝搬波に対応する信号を抽出し、前記伝搬波に対応する信号に基づくデータ処理によって
前記伝搬波に関する情報を取得し、前記伝搬波に関する情報に基づいて不良の有無を判別
し、不良が検知された場合には検知された不良の通知情報を生成する。
　また、本発明の実施形態に係る超音波診断装置は、超音波プローブ及びデータ処理系を
備える。超音波プローブは、被検体に向けて超音波を送受信するための複数の超音波振動
子を有する。データ処理系は、前記超音波プローブ内を伝搬する振動の伝搬波が、前記伝
搬波の受信用に指定された超音波振動子で受信されることによって前記指定された超音波
振動子から出力される受信信号に基づくデータ処理によって前記伝搬波の到達時刻を表す
画像データを取得し、取得した前記画像データを表示させる。
　また、本発明の実施形態に係る超音波診断装置用のプログラムは、コンピュータを、伝
搬波信号取得部、伝搬波情報取得部及び異常検出部として機能させる。伝搬波信号取得部
は、超音波診断装置に備えられる超音波プローブ内を伝搬する伝搬波が前記超音波プロー
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ブの指定された超音波振動子で受信されることによって前記指定された超音波振動子から
出力される信号を取得する。伝搬波情報取得部は、前記信号から超音波の反射波に対応す
る信号を除去することによって前記伝搬波に対応する信号を抽出し、前記伝搬波に対応す
る信号に基づくデータ処理によって前記伝搬波に関する情報を取得する。異常検出部は、
前記伝搬波に関する情報に基づいて不良の有無を判別し、不良が検知された場合には検知
された不良の通知情報を生成する。
　また、本発明の実施形態に係る超音波診断装置用のプログラムは、コンピュータを、伝
搬波信号取得部及び伝搬波情報取得部として機能させる。伝搬波信号取得部は、超音波診
断装置に備えられる超音波プローブ内を伝搬する伝搬波が前記超音波プローブの指定され
た超音波振動子で受信されることによって前記指定された超音波振動子から出力される信
号を取得する。伝搬波情報取得部は、前記信号に基づくデータ処理によって前記伝搬波の
到達時刻を表す画像データを取得し、取得した前記画像データを表示させる。
【図面の簡単な説明】
【０００７】
【図１】本発明の実施形態に係る超音波診断装置の構成図。
【図２】図１に示す超音波プローブの詳細構造及び超音波プローブを伝搬する伝搬波を示
す部分斜視図。
【図３】図１に示す伝搬波情報取得部における周波数解析の方法を説明する図。
【図４】図１に示す伝搬波情報取得部において生成された伝搬波の振幅の時間変化を示す
時系列の複数フレームの静止画像の一例を示す図。
【図５】図２に示す超音波プローブに備えられる超音波振動子の１つに不良が存在する場
合における伝搬波の波面を示す模式図。
【図６】図１に示す超音波診断装置において伝搬波を発生させて不良の有無の検査を行う
際の流れを示すフローチャート。
【発明を実施するための形態】
【０００８】
　本発明の実施形態に係る超音波診断装置及び超音波診断装置用のプログラムについて添
付図面を参照して説明する。
【０００９】
　図１は本発明の実施形態に係る超音波診断装置の構成図である。
【００１０】
　超音波診断装置１は、装置本体２に超音波プローブ３を接続して構成される。超音波プ
ローブ３には被検体に向けて超音波を送受信するための複数の超音波振動子が内蔵される
。各超音波振動子は、スキャン時には、電気信号として印加された送信信号を超音波信号
に変換して被検体内部に送信する一方、被検体内部において反射した超音波反射波を受信
し、電気信号としての受信信号に変換して出力する機能を有している。
【００１１】
　一方、装置本体２には、制御系４、データ処理系５、表示装置６及び入力装置７が設け
られる。制御系４は、送信部８、受信部９、送受信制御部１０及びシステム制御部１１を
有する。また、データ処理系５は、信号処理部１２、伝搬波信号取得部１３、伝搬波情報
取得部１４及び異常検出部１５を有する。
【００１２】
　そして、超音波プローブ３に備えられる複数の超音波振動子には信号線１６が接続され
、信号線１６の他端がコネクタ１７を介して装置本体２と接続される。コネクタ１７を介
して超音波プローブ３と接続される装置本体２の内部における信号線１６は、装置本体２
の内部において制御系４と接続される。具体的には、装置本体２の内部において信号線１
６が分岐し、一端が送信部８と接続され、他端が受信部９と接続される。
【００１３】
　制御系４は、超音波プローブ３に備えられる複数の超音波振動子に電気信号を送受信す
ることによって超音波プローブ３を制御するシステムである。
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【００１４】
　送信部８は、超音波プローブ３に備えられる複数の超音波振動子にそれぞれ信号線１６
を介して送信信号として電気信号を印加する機能を有する。特に、送信部８は、複数の超
音波振動子に印加される各送信信号に、所定の遅延時間を付与することによって各超音波
振動子から送信される超音波信号によって指向性を有する超音波送信ビームを形成させる
機能を有している。尚、送信信号への遅延時間の付与によって超音波送信ビームを形成さ
せる処理は、送信ビームフォーミングとも称される。
【００１５】
　受信部９は、超音波プローブ３に備えられる複数の超音波振動子からそれぞれ出力され
る受信信号を所定の遅延時間を伴って受信し、整相加算処理、受信検波処理、A/D(analog
 to digital)変換処理等の必要な信号処理を実行することによって超音波受信データを生
成する機能を有する。受信信号に遅延時間を付与することによって、指向性を有する超音
波受信ビームを形成させる処理は、受信ビームフォーミングとも称される。尚、信号処理
の一部が超音波プローブ３内において実行される場合もある。
【００１６】
　また、超音波プローブ３と装置本体２とが無線によって通信可能に接続される場合もあ
る。その場合には、通常、送信部８及び受信部９が超音波プローブ３に内蔵される。その
場合においても、超音波プローブ３の内部において信号線１６が分岐し、一端が送信部８
と接続され、他端が受信部９と接続される。
【００１７】
　送受信制御部１０は、送信部８及び受信部９に制御信号を出力して制御する機能を有す
る。特に、送受信制御部１０は、任意の超音波振動子から超音波を送信することによって
超音波プローブ３において生じた振動の伝搬波を所望の超音波振動子で受信できるように
送信部８及び受信部９を制御する機能を備えている。超音波プローブ３を伝搬する伝搬波
を受信して解析すると、超音波プローブ３及び信号線１６によって形成される信号の送受
信経路に異常が存在する場合に、異常を検出することが可能となる。
【００１８】
　図２は図１に示す超音波プローブ３の詳細構造及び超音波プローブ３を伝搬する伝搬波
を示す部分斜視図である。
【００１９】
　図２に示すように、超音波プローブ３は、バッキング材２０に複数の超音波振動子２１
を配列し、複数の超音波振動子２１の表面を整合層２２Ａ、２２Ｂ及び音響レンズ２３で
保護することによって構成される。尚、図２には、複数の超音波振動子２１を１次元(1D:
 one dimentional)に配列した超音波プローブ３が示を示したが、複数の超音波振動子２
１が２次元(2D: two dimentional)に配列される2Dプローブでもよい。
【００２０】
　図２に示すような構造を有する超音波プローブ３において、任意に選択された１つの超
音波振動子２１に送信信号を印加して振動させると、振動がバッキング材２０及び整合層
２２Ａ、２２Ｂを伝搬する。この結果、超音波振動子２１の配列方向に向かって振動の伝
搬波Ｐが生じる。
【００２１】
　そこで、適切な単一又は複数の超音波振動子２１を用いて振動の伝搬波Ｐを受信するこ
とができる。伝搬波Ｐの様子を把握する観点からは、送信信号が印加された超音波振動子
２１から所定の範囲内における複数の超音波振動子２１又は超音波プローブ３に備えられ
る全ての超音波振動子２１を伝搬波Ｐの受信用に使用することが好適である。
【００２２】
　尚、複数の超音波振動子２１に送信信号を印加することによって生じる振動の伝搬波Ｐ
を、全ての超音波振動子２１又は選択された超音波振動子２１で受信するようにしてもよ
い。実用的な例として、複数の超音波振動子２１がサブアレイとして共通の送信チャネル
に接続されている場合には、指定された単一の送信チャネルに接続された複数の超音波振
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動子２１に送信信号を印加するようにしてもよい。
【００２３】
　そこで、送受信制御部１０は、超音波プローブ３において振動の伝搬波Ｐを発生させる
ために指定された単一又は複数の超音波振動子２１に送信部８から送信信号が印加される
一方、伝搬波Ｐを受信するために指定された単一又は複数の超音波振動子２１から出力さ
れる受信信号が受信部９において受信されるように、送信部８及び受信部９を制御するよ
うに構成される。
【００２４】
　尚、通常のスキャン時には、受信部９において遅延時間を制御する事によって受信ビー
ムフォーミングが実行されるが、伝搬波Ｐを受信する場合には、受信ビームフォーミング
が実行されない。すなわち、受信ビームフォーミングが行われないように送受信制御部１
０によって受信部９が制御される。
【００２５】
　システム制御部１１は、入力装置７から入力された指示情報に従って送受信制御部１０
を制御する機能を有する。特に、入力装置７の操作によって、システム制御部１１におい
てスキャン条件及び伝搬波Ｐの受信条件を設定することができる。この場合、システム制
御部１１は、設定された条件に従って送受信制御部１０を制御するように構成される。
【００２６】
　そのために、システム制御部１１は、表示装置６にスキャン条件及び伝搬波Ｐの受信条
件の設定画面を表示させる機能も有している。実用的には、通常のスキャンモードに加え
て伝搬波Ｐの受信モードを準備し、超音波振動子２１を含む超音波プローブ３、受信部９
、送信部８及び送受信制御部１０の制御条件として入力装置７の操作によって選択できる
ようにすることができる。
【００２７】
　このため、制御系４は、伝搬波Ｐを発生させるために指定された超音波振動子２１に送
信信号を印加する一方、伝搬波Ｐの受信用に指定された超音波振動子２１を用いて伝搬波
Ｐを受信するシステムとして機能する。
【００２８】
　データ処理系５は、超音波プローブ３に備えられる複数の超音波振動子２１から出力さ
れる受信信号に基づくデータ処理によって目的とする情報を取得するためのシステムであ
る。具体的には、被検体のスキャン時であれば、データ処理系５において、複数の超音波
振動子２１から出力される受信信号に基づくデータ処理によって超音波形態画像データや
超音波ドプラ画像データ等の超音波画像データが生成される。
【００２９】
　受信信号に基づいて超音波画像データを生成するためのデータ処理を実行する機能は、
信号処理部１２に備えられる。このため、信号処理部１２は、データ処理を実行する機能
に加え、超音波画像データの生成用の受信信号を受信部９から取得する機能及び超音波画
像データを表示装置６に出力する機能を有している。
【００３０】
　更に、データ処理系５は、超音波プローブ３内を伝搬する振動の伝搬波Ｐが、伝搬波Ｐ
の受信用に指定された超音波振動子２１で受信されることによって、当該指定された超音
波振動子２１から出力される信号に基づくデータ処理によって伝搬波Ｐに関する情報を取
得できるように構成される。伝搬波Ｐに関する情報は、上述のように、超音波プローブ３
及び信号線１６によって形成される信号の送受信経路に異常が存在するか否かの判定に用
いることができる。
【００３１】
　伝搬波信号取得部１３は、伝搬波Ｐの受信用に指定された超音波振動子２１から出力さ
れる信号を取得する機能を有する。また、伝搬波情報取得部１４は、伝搬波信号取得部１
３において取得された信号に基づくデータ処理によって伝搬波Ｐに関する情報を取得する
機能を有する。
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【００３２】
　ところで、伝搬波Ｐを発生させるために指定された超音波振動子２１に送信信号が印加
されると、伝搬波Ｐが生じる他、超音波も送信される。従って、伝搬波Ｐの受信用に指定
された超音波振動子２１では、伝搬波Ｐと超音波の反射波の双方が受信されることになる
。
【００３３】
　そこで、伝搬波情報取得部１４は、伝搬波Ｐの受信用に指定された超音波振動子２１か
ら出力される受信信号から超音波の反射波に対応する信号を除去することによって伝搬波
Ｐに対応する信号を抽出し、伝搬波Ｐに対応する信号に基づくデータ処理を実行できるよ
うに構成される。伝搬波Ｐに対応する信号の抽出は、受信信号の周波数解析によって実行
することができる。
【００３４】
　図３は、図１に示す伝搬波情報取得部１４における周波数解析の方法を説明する図であ
る。
【００３５】
　図３(A), (B)において、各横軸は周波数fを示し、各縦軸は信号の相対信号強度Sを示す
。また、図３(A)は、伝搬波Ｐを発生させるために指定された超音波振動子２１に印加さ
れる送信信号の周波数特性を示し、図３(B)は、伝搬波Ｐの受信用に指定された超音波振
動子２１から出力される受信信号の周波数特性を示す。
【００３６】
　図３(A)に示すようなパルス電圧を送信信号として超音波振動子２１に印加すると、図
３(B)に示すような周波数特性を有する受信信号が取得されると考えられる。すなわち、
音響レンズ２３等の物体の境界面で反射した超音波反射波に対応する信号の周波数特性は
、送信信号の周波数特性と同等であるとみなすことができる。つまり、超音波反射波に対
応する信号の周波数帯域は、送信信号と同等の基本波帯域又は近傍の周波数帯域となると
考えられる。
【００３７】
　これに対して、伝搬波Ｐに対応する信号の周波数帯域は、超音波反射波の周波数帯域よ
りも低周波側になると考えられる。そこで、LPF (low pass filter)によるフィルタ処理
によって低周波側の周波数帯域に存在する伝搬波Ｐに対応する信号を抽出することができ
る。この場合、LPFのカットオフ周波数は、理論的又は経験的に決定することができる。
【００３８】
　更に、伝搬波Ｐに対応する信号に関する別の問題として、超音波プローブ３を構成する
バッキング材２０によって伝搬波Ｐが減衰するという問題がある。バッキング材２０によ
る伝搬波Ｐの減衰率は、バッキング材２０の特性に依存して変化する。従って、伝搬波Ｐ
の減衰率は、バッキング材２０ごとに異なる。このため、伝搬波Ｐの減衰率が無視できな
い程大きい場合には、伝搬波Ｐを発信する超音波振動子２１から離れた位置における超音
波振動子２１において十分な強度で伝搬波Ｐが受信されない恐れがある。
【００３９】
　そこで、システム制御部１１には、伝搬波Ｐが十分な強度で受信されるように、伝搬波
Ｐを送信するための複数の超音波振動子２１と、伝搬波Ｐを送信するための各超音波振動
子２１に対応する、伝搬波Ｐの受信に使用する超音波振動子２１の範囲を設定する機能が
備えられる。つまり、伝搬波Ｐを発信する超音波振動子２１から伝搬波Ｐの受信に使用す
る超音波振動子２１までの距離を適切な範囲内に限定することができる。尚、伝搬波Ｐの
受信に使用する超音波振動子２１の複数の範囲を互いにオーバーラップさせてもよい。
【００４０】
　この場合、伝搬波Ｐを送信するための複数の超音波振動子２１から同時又は順次伝搬波
Ｐが送信される。そして、互いに異なる範囲に含まれる単一又は複数の超音波振動子２１
によって複数回、伝搬波Ｐが受信される。また、超音波振動子２１全体を、より多くのセ
グメントに分割して伝搬波Ｐの受信回数を増やせば、各超音波振動子２１によって受信さ
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れる伝搬波Ｐの強度を大きくすることができる。換言すれば、十分な強度を有する伝搬波
Ｐを、より広範囲の超音波振動子２１で受信することができる。
【００４１】
　但し、伝搬波Ｐの送信及び受信の回数を過剰に増やすと、伝搬波Ｐの受信に要する時間
の増加に繋がる。そこで、伝搬波Ｐの受信に使用する超音波振動子２１のセグメント数を
、実際に受信される伝搬波Ｐの強度に基づいて最適化することができる。
【００４２】
　具体例として、初期設定した単一又は複数の超音波振動子２１から伝搬波Ｐを発生させ
て初期設定された対応する単一又は複数の範囲における超音波振動子２１で伝搬波Ｐを受
信し、受信される伝搬波Ｐの強度が減衰によって閾値で定められる範囲外となるまで減少
した受信用の超音波振動子２１が存在する場合には、新たに伝搬波Ｐを発生させる超音波
振動子２１及び対応する伝搬波Ｐの受信用の超音波振動子２１の範囲を追加する方法が挙
げられる。この方法の場合、受信される伝搬波Ｐの強度が減衰によって閾値で定められる
範囲外とならないための、伝搬波Ｐの発生用の超音波振動子２１と伝搬波Ｐの受信用の超
音波振動子２１との間における距離を求めることができる。
【００４３】
　従って、伝搬波Ｐの発生用の超音波振動子２１と伝搬波Ｐの受信用の超音波振動子２１
との間における距離を最適化することができる。すなわち、全ての受信用の超音波振動子
２１により、必要な強度の伝搬波Ｐが受信されるような、より短い隣接間隔の超音波振動
子２１から伝搬波Ｐを発生させ、より少ない数のセグメントに分割された複数の超音波振
動子２１を用いて伝搬波Ｐを受信することが可能となる。
【００４４】
　上述のように、実際に計測される伝搬波Ｐに対応する信号の強度に応じて伝搬波Ｐの発
生用の超音波振動子２１と伝搬波Ｐの受信用の超音波振動子２１とを決定する場合には、
伝搬波情報取得部１４が伝搬波Ｐに対応する信号の強度に対する閾値処理を実行して不十
分な信号強度に対応する超音波振動子２１を特定し、特定された超音波振動子２１の識別
情報に基づいて、システム制御部１１が伝搬波Ｐの発生用の超音波振動子２１と伝搬波Ｐ
の受信用の超音波振動子２１とを決定するように構成することができる。
【００４５】
　このように、制御系４では、複数の伝搬波Ｐの受信用に指定された複数の超音波振動子
２１で、複数の伝搬波Ｐが必要な強度で受信されるように、複数の伝搬波Ｐを発生させる
ための複数の超音波振動子２１を指定し、かつ複数の伝搬波Ｐの受信用に指定された複数
の超音波振動子２１を、複数の伝搬波Ｐに対応する複数のセグメントに分割することがで
きる。更に、制御系４では、複数の超音波振動子２１から発生する複数の伝搬波Ｐのうち
少なくとも１つの伝搬波Ｐの強度に基づいて複数の伝搬波Ｐのうちの他の伝搬波Ｐを発生
させるための超音波振動子２１を指定することができる。
【００４６】
　このような制御系４による超音波振動子２１の制御によって、伝搬波Ｐが減衰したとし
ても、より短時間で十分な強度を有する伝搬波Ｐを超音波プローブ３に備えられるより多
くの超音波振動子２１で受信することができる。そして、伝搬波情報取得部１４では、十
分な強度を有する伝搬波Ｐに対応する信号に基づくデータ処理によって、伝搬波Ｐに関す
る情報を高感度に取得することができる。
【００４７】
　伝搬波情報取得部１４において取得される伝搬波Ｐに関する情報としては、超音波プロ
ーブ３及び信号の送受信経路における不良チャネル及び不良箇所等の不良状況を把握する
ために有用であれば任意の情報を定めることができる。不良チャネル及び不良箇所を把握
するためには、特に、伝搬波Ｐの到達時間や伝搬波Ｐが伝搬している様子を可視化するこ
とが有効である。
【００４８】
　そこで、伝搬波Ｐに関する情報の具体例として、伝搬波Ｐの振幅又は到達時刻を表す数
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値データ又は画像データが挙げられる。数値データのより具体的な例としては、各チャネ
ルに対応する超音波振動子２１で受信される伝搬波Ｐの振幅の時間変化や各チャネルに対
応する超音波振動子２１への伝搬波Ｐの到達時刻が挙げられる。数値データは、数値のみ
ならず、グラフとして表現することもできる。例えば、ある位置における伝搬波Ｐの振幅
の時間変化や伝搬波Ｐの到達時刻の位置変化をグラフ化することができる。一方、伝搬波
Ｐ画像データの具体例としては、伝搬波Ｐの振幅又は到達時刻を画素値として表す2Dマッ
プ画像データが挙げられる。
【００４９】
　従って、伝搬波情報取得部１４において伝搬波Ｐの振幅を表す数値データ、伝搬波Ｐの
振幅を表す伝搬波画像データ、伝搬波Ｐの到達時刻を表す数値データ及び伝搬波Ｐの到達
時刻を表す伝搬波画像データの少なくとも１つを伝搬波Ｐに関する情報として生成するこ
とができる。生成された数値データや伝搬波画像データ等の伝搬波Ｐに関する情報は、表
示装置６に表示させることができる。これにより、ユーザは、伝搬波Ｐに関する情報を目
視することによって、超音波プローブ３及び信号の送受信経路に異常が存在するか否かを
簡易に確認することが可能となる。特に、異常が存在する超音波振動子２１又は信号チャ
ネルを特定することが可能となる。
【００５０】
　図４は図１に示す伝搬波情報取得部１４において生成された伝搬波Ｐの振幅の時間変化
を示す時系列の複数フレームの静止画像の一例を示す図である。
【００５１】
　図４において縦軸方向は、時相方向を示す。図４は、2Dアレイプローブを複数のセグメ
ントに分割し、あるセグメントに属する複数の超音波振動子２１を用いて受信された伝搬
波Ｐの振幅を画像化したものである。図４に示すように、伝搬波Ｐの2D位置における振幅
をグレースケールで示す伝搬波画像を生成して表示させることができる。
【００５２】
　そして、異なる時相に対応する複数フレームの伝搬波画像を時系列に並べて表示させる
ことにより、伝搬波Ｐが超音波振動子２１の2D配列方向に伝搬していく様子を把握するこ
とが可能となる。もちろん、複数フレームの伝搬波画像を順次切換表示させることによっ
て動画として複数フレームの伝搬波画像を表示させることもできる。
【００５３】
　更に、セグメントを順次切換えることによって、2Dアレイプローブ全体に亘って伝搬波
Ｐが超音波振動子２１の配列方向に伝搬していく様子を視認することができる。すなわち
、複数のセグメントの設定によって、伝搬波Ｐの減衰による視認性の低下を回避すること
ができる。
【００５４】
　超音波振動子２１又は信号チャネルにおける不良は、目視によらず、定量的な評価によ
って自動検出することもできる。そのために、データ処理系５の異常検出部１５には、伝
搬波Ｐに関する情報を参照データと比較し、参照データに対する比較結果を含む情報を取
得する機能と、伝搬波Ｐに関する情報に基づいて不良の有無を判別し、不良が検知された
場合には検知された不良の通知情報を生成する機能が備えられる。この場合、不良の有無
の判別を、参照データに対する比較結果に基づいて行うことができる。
【００５５】
　伝搬波Ｐに関する情報との比較対象となる参照データとしては、超音波プローブ３の特
性に応じて定められた閾値や過去に取得された伝搬波Ｐに関する情報を用いることができ
る。
【００５６】
　より具体的には、超音波プローブ３の特性に応じて想定され得る伝搬波Ｐの到達時刻や
振幅に閾値を設定し、実際に測定された伝搬波Ｐの到達時刻や振幅が閾値で定められる範
囲外であるか否かを判定することによって不良を自動検出することができる。すなわち、
伝搬波Ｐの振幅又は到達時刻を表す数値データや伝搬波画像データ等の伝搬波Ｐに関する
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情報に対する閾値処理によって超音波振動子２１又は信号チャネルにおける不良を自動検
出することができる。
【００５７】
　或いは、超音波診断装置１の出荷前や使用前等の任意の時点において伝搬波Ｐの振幅又
は到達時刻を表す数値データや伝搬波画像データ等の伝搬波Ｐに関する情報を取得してお
くことができる。そして、予め取得した伝搬波Ｐに関する情報を、不良がない正常な状態
における情報として保存し、スキャン直前等の必要な時に参照データとして利用すること
ができる。
【００５８】
　過去の伝搬波Ｐに関する情報を参照データとして用いる場合には、不良の検出対象とな
る伝搬波Ｐに関する情報と参照データとの間における差分値を求めることができる。そし
て、差分値に対する閾値処理を行うことができる。すなわち、正常なデータとの差分値が
、閾値で定められた範囲内であるか否かを判定することができる。そして、差分値が閾値
で定められる範囲外であると判定される場合には、超音波振動子２１又は信号チャネルに
不良があると認識することができる。これにより、超音波振動子２１又は信号チャネルに
存在し得る不良の自動検出が可能となる。
【００５９】
　このように、伝搬波Ｐに関する情報に、参照データとして任意の基準を設定し、参照デ
ータを参照した閾値処理によって超音波振動子２１又は信号チャネルに存在し得る不良を
自動検出することができる。不良が検知された場合には検知された不良の通知情報を生成
し、生成した不良の通知情報を表示装置６に出力することができる。
【００６０】
　更に、伝搬波Ｐに関する情報に基づいて、不良が超音波振動子２１を含む超音波プロー
ブ３側にあるのか或いは装置本体２内の制御系４と超音波プローブ３との間における信号
チャネルにあるのかという従来困難であった判別を行うことが可能となる。
【００６１】
　図５は、図２に示す超音波プローブ３に備えられる超音波振動子２１の１つに不良が存
在する場合における伝搬波Ｐの波面を示す模式図である。
【００６２】
　超音波プローブ３の落下等の要因によって超音波振動子２１に衝撃が加わると、超音波
振動子２１が割れたり欠ける場合がある。そのような不良が超音波振動子２１Ｘに存在す
ると、図５に示すように、不良が存在する超音波振動子２１Ｘの周辺において波面が不連
続となる伝搬波Ｐが受信される。すなわち、不良が存在する超音波振動子２１Ｘを通過し
た伝搬波Ｐに、不良が存在する超音波振動子２１Ｘの影響が生じる。
【００６３】
　これに対して、超音波振動子２１に不良がなく、制御系４と超音波プローブ３とを接続
する信号線１６の断線のように、信号チャネルに不良が存在する場合には、不良が存在す
る受信チャネルのみに不良の影響が生じる。すなわち、不良が存在する受信チャネルに接
続された超音波振動子２１を通過した伝搬波Ｐには、不良が存在する受信チャネルの影響
が生じない。換言すれば、不良が存在する受信チャネルに接続された超音波振動子２１に
隣接する超音波振動子２１で受信される伝搬波Ｐは、受信チャネルに存在する不良の影響
を受けない。
【００６４】
　従って、伝搬波Ｐの画像を目視すれば、不良が超音波プローブ３側にあるのか或いは制
御系４と超音波プローブ３との間における信号チャネルにあるのかが一目瞭然となる。加
えて、異常検出部１５が、伝搬波Ｐの振幅又は到達時刻を表す数値データ又は伝搬波画像
データに対する特異点検出や不連続点検出等のデータ解析を行うようにすれば、不良の自
動検出のみならず、検出された不良が超音波プローブ３側にあるのか或いは制御系４と超
音波プローブ３との間における信号チャネルにあるのかについても自動判定することが可
能となる。
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【００６５】
　具体的には、数値データや伝搬波画像データ等の伝搬波Ｐに関する情報に対するデータ
解析処理によって特異点が検出された場合には、制御系４と超音波プローブ３との間にお
ける、特異点に対応する信号チャネルに不良が存在すると判定することができる。一方、
伝搬波Ｐに関する情報に対するデータ解析処理によって不連続点が検出された場合には、
不連続点に対応する超音波振動子２１Ｘに不良が存在すると判定することができる。
【００６６】
　そして、異常検出部１５では、検知された不良が伝搬波Ｐの受信用に指定された超音波
振動子２１側にあるのか或いは伝搬波Ｐの受信用に指定された超音波振動子２１に接続さ
れた信号線１６側にあるのかを含む情報として不良の通知情報を生成することができる。
このように、異常検出部１５において生成された不良の通知情報や不良が検出されたか否
かを示す情報は、試験結果情報として保存しておくことができる。
【００６７】
　以上のような装置本体２の構成要素のうち、デジタル情報を処理する構成要素は、コン
ピュータに超音波診断装置１用のプログラムを読込ませることによって構築することがで
きる。但し、装置本体２の任意の構成要素を構成するために回路を用いてもよい。
【００６８】
　具体的には、コンピュータに超音波診断装置１のデータ処理プログラムを読込ませるこ
とによって、コンピュータを、伝搬波信号取得部１３、伝搬波情報取得部１４及び異常検
出部１５を含むデータ処理系５として機能させることができる。また、コンピュータに超
音波診断装置１の制御プログラムを読込ませることによって、コンピュータを、送受信制
御部１０及びシステム制御部１１を含む制御系４の一部として機能させることができる。
【００６９】
　超音波診断装置１のデータ処理プログラム及び制御プログラムを含むプログラムは、情
報記録媒体に記録してプログラムプロダクトとして流通させることができる。従って、既
存の超音波診断装置に必要なプログラムをインストールすることによって、既存の超音波
診断装置を図１に示す超音波診断装置１として機能させることができる。
【００７０】
　次に超音波診断装置１の動作および作用について説明する。
【００７１】
　図６は、図１に示す超音波診断装置１において伝搬波Ｐを発生させて不良の有無の検査
を行う際の流れを示すフローチャートである。
【００７２】
　まず、不良の有無の検査対象となる超音波プローブ３が、予めコネクタ１７を介して装
置本体２と接続される。
【００７３】
　そして、ステップＳ１において、超音波プローブ３に備えられる複数の超音波振動子２
１の中から指定された超音波振動子２１から伝搬波Ｐが生成される。
【００７４】
　具体的には、システム制御部１１が表示装置６にユーザインターフェースとして表示さ
せた設定画面を通じた入力装置７の操作によって、伝搬波Ｐの受信モードが選択される。
続いて、設定画面を通じた入力装置７の操作によって、システム制御部１１において伝搬
波Ｐを受信するために必要な制御条件が設定される。具体例として、伝搬波Ｐを発生させ
る超音波振動子２１や伝搬波Ｐを受信するための超音波振動子２１等の条件がシステム制
御部１１において設定される。
【００７５】
　そうすると、システム制御部１１は、設定されたデータ収集条件に従って、送受信制御
部１０を制御する。更に、送受信制御部１０は、システム制御部１１から出力された制御
信号に従って、送信部８及び受信部９を制御する。これにより、送信部８から、指定され
た超音波振動子２１に送信信号としてパルス電圧が印加され、指定された超音波振動子２
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１から超音波振動子２１の配列方向に向かう振動の伝搬波Ｐが生じる。また、送信信号が
印加された超音波振動子２１からは超音波が送信される。
【００７６】
　このため、ステップＳ２において、伝搬波Ｐの受信用に指定された超音波振動子２１で
は、伝搬波Ｐと超音波反射波の合波が受信される。受信された合波は、電気信号として受
信部９に出力される。受信部９では、A/D変換処理等の必要な信号処理が施される。信号
処理によってデジタル化された受信信号は、受信部９から伝搬波信号取得部１３に与えら
れる。この結果、伝搬波Ｐ及び超音波反射波に対応する電気信号が伝搬波信号取得部１３
により取得される。
【００７７】
　次に、ステップＳ３において、伝搬波情報取得部１４は、伝搬波信号取得部１３から伝
搬波Ｐ及び超音波反射波に対応する電気信号を取得し、データ分析によって伝搬波Ｐに関
する情報を取得する。
【００７８】
　そのために、まずLPFによって伝搬波Ｐ及び超音波反射波に対応する電気信号から伝搬
波Ｐに対応する電気信号が抽出される。そして、抽出された伝搬波Ｐに対応する電気信号
に基づくデータ処理によって伝搬波Ｐに関する情報が生成される。
【００７９】
　具体例として、伝搬波Ｐの振幅又は到達時刻を表す2D数値データマップや2D伝搬波画像
データを生成することができる。更に、伝搬波Ｐの振幅を表すデータを生成する場合には
、図４に例示されるような時系列のデータとすることができる。生成された伝搬波Ｐを表
すデータは、表示装置６に表示させることができる。このため、ユーザは、不良の有無を
確認することができる。
【００８０】
　更に、不良の有無を自動判定することもできる。その場合には、ステップＳ４において
、異常検出部１５が、数値データや伝搬波画像データ等を参照データと比較し、差分値等
に対する閾値処理を実行する。そして、閾値処理の結果に基づいて、不良の有無を自動判
定することができる。更に、不良が検出された場合には、伝搬波Ｐの振幅又は到達時刻に
特異点又は不連続点があるか否かを判定することによって、不良が超音波振動子２１側に
あるのか或いは超音波振動子２１に接続された信号線１６側にあるのかを判定することが
できる。
【００８１】
　不良が検出されたと異常検出部１５が判定した場合には、ステップＳ５において、異常
検出部１５が不良の通知情報を生成する。生成された不良の通知情報は、表示装置６に出
力される。これにより、ユーザは、一層容易に不良の有無を確認することができる。加え
て、不良が超音波振動子２１側にあるのか或いは超音波振動子２１に接続された信号線１
６側にあるのかが判定された場合には、不良の通知情報によって不良の発生箇所を容易に
特定することができる。
【００８２】
　一方、不良が検出されなかったと異常検出部１５が判定した場合には、不良の有無の検
査が完了する。また、不良が検出された場合においても、不良の通知情報の出力によって
不良の有無の検査が完了する。尚、不良の通知情報や不良が検出されたか否かを試験結果
情報として保存しておくことができる。これにより、試験結果の履歴を参照することによ
って超音波振動子２１又は信号線１６の劣化の程度を把握することが可能となる。
【００８３】
　つまり以上のような超音波診断装置１は、特定の超音波振動子２１から超音波振動子２
１の配列方向に伝搬する伝搬波Ｐを検出し、検出した伝搬波Ｐを数値化又は可視化するこ
とによって超音波振動子２１又は信号チャネルにおける不良の有無を判定できるようにし
たものである。
【００８４】
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　このため、超音波診断装置１によれば、超音波振動子２１又は信号チャネルにおける電
気的不良及び機械的不良の有無を容易に確認することができる。更に、不良が検出された
場合において、不良が超音波振動子２１側にあるのか或いは超音波振動子２１に接続され
た信号線１６側にあるのかを容易に判別することができる。すなわち、不良が断線等の電
気的な不良であるのか或いは割れ等の機械的な不良であるのかを調べることができる。加
えて、超音波振動子２１ごとに試験信号を送受信することが不要となるため、従来に比べ
て検査時間を短縮することができる。
【００８５】
　以上、特定の実施形態について記載したが、記載された実施形態は一例に過ぎず、発明
の範囲を限定するものではない。ここに記載された新規な方法及び装置は、様々な他の様
式で具現化することができる。また、ここに記載された方法及び装置の様式において、発
明の要旨から逸脱しない範囲で、種々の省略、置換及び変更を行うことができる。添付さ
れた請求の範囲及びその均等物は、発明の範囲及び要旨に包含されているものとして、そ
のような種々の様式及び変形例を含んでいる。
【符号の説明】
【００８６】
１　超音波診断装置
２　装置本体
３　超音波プローブ
４　制御系
５　データ処理系
６　表示装置
７　入力装置
８　送信部
９　受信部
１０　送受信制御部
１１　システム制御部
１２　信号処理部
１３　伝搬波信号取得部
１４　伝搬波情報取得部
１５　異常検出部
１６　信号線
１７　コネクタ
２０　バッキング材
２１、２１Ｘ　超音波振動子
２２Ａ、２２Ｂ　整合層
２３　音響レンズ
Ｐ　伝搬波
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